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お
尋
ね
の
「
勧
告
文
」
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
「
同
報
告
書
審
査
後
の
同
委
員
会
の
総
括
所
見
（
仮
訳
）
（
二
千
十
九

年
三
月
）
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）
」
を
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
勧
告
」
に
つ
い
て
は

真
摯
に
受
け
止
め
て
い
る
。 


